
生 徒 心 得 
 

この心得は高校生としての自覚を持ち、本校の教育目標、教育方針をよく理解し、創造的な

学校生活を送るために定めたものである。 

 

１．学    習 

（１） 学習は高校生の本分であることを自覚し、全力をあげてその目標達成につとめる。 

 （２） 教室は常に清潔、整頓に留意し、学習環境を整えておく。 

（３） 各種委員会は常に教職員と連絡を密にし、円滑な学習・諸活動が行われるように留

意する。 

 

２．登 下 校 

 （１） 登下校の時刻は別に定める。 

 （２） 本校で定めた制服を着用する。 

（３） 乗物を利用する場合は、公共の交通機関、又は自転車を利用する。原動機付自転車

や自動二輪、自家用自動車等を利用しての登・下校は厳禁とする。また、制服での

乗車・同乗もしてはならない。 

（４） 登下校時に事故等にあった場合はすみやかに警察・学校に連絡する。 

（５） 休業日の登校については関係教職員に事前に届け出、その許可を受ける。 

 

３．校 内 生 活 

 （１） 学校生活に不必要な金銭、物品等は持ち込まない。 

（２） 所持品は必ず学年、組、氏名を記入し、貴重品については事故のないように慎重に

取り扱う。 

（３） 欠席、欠課、遅刻、早退等は欠席連絡用二次元コード等を通じて、学級担任又は関

係教員に連絡をする。 

（４） 校内では定められた服装、上履き、体育館履き等で授業、諸活動に臨む。 

（５） 催し物、展示、掲示又は集会等は生徒活動グループに申し出て、その許可を受ける。 

 

４．部 活 動 

（１） 登校時刻前又は下校時刻後に活動する時は必ず部顧問の付添いを必要とする。また

活動時間については別に定める。 

（２） 対外試合に参加する場合は必ず部顧問の付添いを必要とする。 

 

 

 

 

 

５．服 装 等 

（１） 頭髪については脱色、染色や、ヘアエクステンションはしないで常に清潔であるよ

うにする。 

（２） 化粧、アクセサリー等は華美でないものとする。 

（３） 本校で定めた正装とは下記のものである。 

 （男子）上 衣：指定の紺色ブレザー、エンブレム付き 

     スラックス：指定のグレーのスラックス 

      ネクタイ：本校指定のもの 

      シャツ：白無地の襟付きＹシャツ 

  （女子）上 衣：指定の紺色ブレザー、エンブレム付き 

      スカート又はスラックス：指定のチェック柄スカート、又はグレーのスラックス 

      リボン又はネクタイ：本校指定のもの 

      シャツ：白無地の襟付きＹシャツ 

   夏季略装 原則として５月１日から 10月 31 日までとする。 

  （男子）スラックス：指定のグレーのスラックス 

      シャツ：白無地の襟付きＹシャツ又は白のポロシャツ 

  （女子）スカート又はスラックス：指定のチェック柄スカート、又はグレーのスラックス 

      シャツ：白無地の襟付きＹシャツ又は白のポロシャツ 

      ＊ただし、男女とも対外的な行事等についてはポロシャツを不可とする。 

（４） 靴は通学に適した靴とする。 

（５） 儀式対外的な行事等の時は正装を着用する。 

（６） セーター、ベスト、コート等は高校生活に適したものとする。 

（７） 体育の授業においては本校指定の服装を着用する。 

（８） 体育館履きは本校指定のものを用いる。 

 

６．別   則 

（１） 登下校時刻 

   ○登校 ７時以降とし、始業までに登校する。 

   ○下校 17 時以前とする。 

（２） 自転車通学 

自転車通学を希望する者は、自転車通学許可願に必要事項を記入し、生活グループ

の許可を得る。 

（３） 部活動の早出と残留 

早朝練習は７時以降とし、予鈴までに各自の教室に入室する。残留は 18 時 30 分ま

でとする。ただし、各部活動の状況に応じ、残留時刻を変更することもある。 

 

 

 

(令和７年４月１日現在) 


